
地域支えあいヘルプサービス養成研修
受講者募集

　介護保険制度の改正により、介護保険で要支援1・2の認定を受けられた方が利用する訪問介護・
通所介護について、全国一律の基準による介護予防給付から、市町村が地域の事情に応じて取組む
「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」に移行します。
　宮津市社会福祉協議会では、総合事業で実施する新たな訪問型サービス「地域支えあいヘルプサ
ービス事業」実施に向け、「一定の研修受講者」が、必ずしも専門的なサービスを必要とされない
方に対して、在宅で生活援助（掃除や買い物代行等）を提供する協力者の養成研修を開催します。

宮津市在住で、“地域の支えあいヘルプサービス”にご協力（従事）していただける方

目　　的

応募要件

在宅で簡単な家事支援等を行うための基礎研修（受講後、修了証を交付）内　　容

20名（先着順で定員になり次第締切り）

講義5日＋実習2日

宮津市福祉センター

社会福祉法人 宮津市社会福祉協議会 地域課

平成29年9月14日㈭

募集人員

講習期間

会　　場

申込み・問合せ

申込締日

9月21日㈭
9月22日㈮
9月27日㈬
9月28日㈭
9月29日㈮
10月～

開講式・介護保険制度について
家事生活支援について
健康、疾患と認知症について
栄養、食事について
調理実習
同行訪問、施設実習

8時45分～12時15分
13時15分～16時45分
13時15分～16時45分
13時15分～16時45分
10時00分～12時30分

実習4時間×2日

宮津市字鶴賀2085番地　宮津市福祉センター内
電話：22-2090　FAX：25-2414　メール：miyazu294@io.ocn.ne.jp

日にち 時　間 主 な 内 容

次の資格をお持ちの方は、養成研修を受講せずにご協力いただくことができます。
※「初任者研修修了者（旧2級ヘルパー）資格」をお持ちの方

次の協力者を募集しています

受講　無料
（調理材料一部負担有）


